
コンピュータシステム開発共同企業体

５－８ 機密保護規定・同解説

機　密　保　護　規　定（注1）
（目的）

第1条 この規則は、□□□コンピュータシステム開発共同企業体の作業組織職員の、システム開発に於ける機密の保護に関する事項を定める。

（職員の範囲）

第2条 この規則において職員とは、各構成員からの出向社員、協力会社社員及び臨時雇傭員をいう。

２．職員の範囲は、作業従事期間内に退職等した者も含むものとする。

（誓約）

第3条 システム開発に従事する職員は、作業事前に別紙「誓約書」で機密保護について誓約するものとする。

２．本規則の定める機密保護は、作業従事期間満了後も同様に扱うものとする。

（対象）

第4条 本規則で対象とする機密保護事項は次の通りとする。

（1）作業従事中に知り得た当該業務の内容を第三者に口外してはならない。

（2）テスト及び本番処理等で使用した発注者の提供にかかる情報及び当該業務に関するデータのプリント類及び磁気媒体等を業務上の指示以外に持ち出してはならない。

（3）インターネットを利用してプロジェクト外と情報連絡する場合、業務指示以外の情報を流してはならない。

（4）システム作成に於ける仕様書及びプログラムリスト等のドキュメント類を、業務上の指示以外は持ち出してはならない。

（5）発注者の提供にかかる情報及び当該業務に関するデータ及びプログラム等を、故意に滅失及び改ざんしてはならない。

（罰則）

第5条 前条の定めに反し、機密の漏洩及びデータの改ざん等を行った場合、発注者からの要求に基づき各構成員又は協力会社に対して損害賠償を請求することができる。

２．前項の事実が判明した場合は運営委員会に於いて内容を審議して「出勤停止」等の処置をおこなうことができる。

以　　上
機密保護規定・解説

（注1） 発注者の業務に深く関わるシステム開発であり、機密保護規定の策定は不可欠なものです。本手引書の機密保護規定の雛型に基づき、発注者との協議を踏まえ、完成させてください。
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